
珠 洲 市 民 間 賃 貸 住 宅 建 設 支 援 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条   こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震 及 び 令 和 ６ 年 奥 能 登 豪 雨 （ 以 下

「 地 震 等 」と い う 。）に よ り 住 宅 を 失 っ た 被 災 者 の 住 ま い の 確 保 を 図 る た め 、

市 内 に お い て 民 間 賃 貸 住 宅 を 設 置 す る 者 に 対 し 、 珠 洲 市 民 間 賃 貸 住 宅 建 設

支 援 補 助 金（ 以 下「 補 助 金 」と い う 。）を 交 付 す る も の と し 、そ の 交 付 に 関

し て は 、 珠 洲 市 補 助 金 交 付 規 則 （ 昭 和 ４ ９ 年 珠 洲 市 規 則 第 １ １ 号 ） に 定 め

る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条   こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定

め る と こ ろ に よ る 。  

(1)  民 間 賃 貸 住 宅   １ 棟 ２ 戸 以 上 の 居 室 を 備 え 、住 宅 と し て 広 く 一 般 に 賃

貸 の 用 に 供 さ れ る 新 築 の 共 同 住 宅 又 は 長 屋（ 公 的 賃 貸 住 宅 、社 宅 、官 舎 、

学 生 寮 等 を 除 く 。） を い う 。  

(2)  床 面 積   建 築 基 準 法（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ）等 に 基 づ く 床 面 積

（ 廊 下 、 階 段 、 エ レ ベ ー タ ー 等 居 住 の 用 に 供 さ れ な い 部 分 の 面 積 及 び 所

有 者 が 自 己 の 居 住 の 用 に 供 す る 部 分 の 面 積 を 除 く 。） を い う 。  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ３ 条   補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 全 て 満

た す 者 と す る 。  

(1)  市 内 に お い て 、民 間 賃 貸 住 宅 を 建 設 し 、そ の 所 有 者 と な る 個 人 又 は 法

人 で あ る こ と 。  

(2)  建 設 し た 民 間 賃 貸 住 宅 に 地 震 等 で 被 災 し た 者 を 優 先 的 に 入 居 さ せ る

よ う 努 め る こ と 。  

(3)  所 有 者 の 住 所 地 又 は 本 店 所 在 地 に お け る 市 町 村 税 等 を 滞 納 し て い な

い こ と 。  

(4)  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７

７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 か ら 第 ５ 号 ま で に 規 定 す る 暴 力 団 又 は 同 条 第 ６ 号 に

規 定 す る 暴 力 団 員 で な い こ と 。  



(5)  宗 教 法 人 法（ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 １ ２ ６ 号 ）第 ２ 条 に 規 定 す る 宗 教 法 人

で な い こ と 。  

(6)  国 の 機 関 又 は 地 方 公 共 団 体 で な い こ と 。  

（ 補 助 対 象 住 宅 ）  

第 ４ 条   補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 民 間 賃 貸 住 宅 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 全 て

満 た す も の と す る 。  

(1)  建 築 基 準 法 そ の 他 関 係 法 令 の 基 準 に 適 合 す る こ と 。  

(2)  公 共 事 業 に よ り 補 償 を 受 け 、又 は 他 の 補 助 事 業 に よ り 建 設 す る も の で

な い こ と 。  

(3)  公 共 事 業 の 遂 行 に 影 響 が な い こ と 。  

(4)  個 人 が 建 設 す る 民 間 賃 貸 住 宅 に あ っ て は 、当 該 個 人 又 は 当 該 個 人 の ２

親 等 以 内 の 親 族 の み を 入 居 さ せ る た め の も の で な い こ と 。  

(5)  法 人 が 建 設 す る 民 間 賃 貸 住 宅 に あ っ て は 、当 該 法 人 の 役 職 員 又 は 当 該

法 人 の 役 員 の ２ 親 等 以 内 の 親 族 の み を 入 居 さ せ る た め の も の で な い こ と 。 

(6)  各 住 戸 に 玄 関 、 台 所 、 ト イ レ 及 び 浴 室 が 備 え ら れ て い る こ と 。  

(7)  組 立 て 式 仮 設 建 築 物 、 コ ン テ ナ ハ ウ ス 等 の 簡 易 な も の で な い こ と 。  

（ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ５ 条   補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費（ 以 下「 補 助 対 象 経 費 」と い う 。）は 、

民 間 賃 貸 住 宅 の 建 設 に 係 る 建 物 本 体 工 事 及 び 付 帯 設 備 に 要 す る 経 費 （ 駐 車

場 、 門 扉 、 塀 等 の 外 構 費 、 土 地 取 得 費 、 既 存 建 築 物 の 除 却 費 、 市 長 が 適 当

で な い と 認 め た 工 事 等 を 除 く 。） と す る 。  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ６ 条   補 助 金 の 額 は 、 建 設 す る 民 間 賃 貸 住 宅 １ 戸 当 た り の 床 面 積 １ 平 方 メ

ー ト ル に つ き ５ 万 円 と し 、そ の 額 に １ ，０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、

そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。  

２   補 助 金 の 上 限 額 は 、 １ 戸 当 た り ３ ０ ０ 万 円 か つ １ 棟 当 た り ３ ， ０ ０ ０ 万

円 と す る 。  

（ 事 前 相 談 の 実 施 ）  

第 ７ 条   補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 事 前 に 市 長 と 相 談 の 上 、 必 要



書 類 の 確 認 を 行 う も の と す る 。  

（ 計 画 の 認 定 申 請 ）  

第 ８ 条   補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 対 象 と す る 民 間 賃 貸 住 宅 1 棟

ご と に 、 当 該 事 業 の 着 手 前 に 、 民 間 賃 貸 住 宅 建 設 計 画 認 定 申 請 書 （ 様 式 第

1 号 ）に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、市 長 に 提 出 し 、補 助 金 の 交 付 対 象 と な る

計 画 で あ る 旨 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

(1)  建 築 基 準 法 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 確 認 済 証 の 写 し 又 は こ れ に 準 ず

る 書 類  

(2)  民 間 賃 貸 住 宅 の 建 物 及 び 付 帯 設 備 の 位 置 図 、配 置 図 、平 面 図 及 び 立 面

図  

(3)  民 間 賃 貸 住 宅 に 係 る 建 物 全 体 及 び 各 住 戸 の 床 面 積 求 積 図  

(4)  着 工 前 の 現 地 写 真 （ カ ラ ー に 限 る 。）  

(5)  補 助 対 象 経 費 の 見 積 書 の 写 し （ 内 訳 が 分 か る も の ）  

(6)  所 有 者 の 住 所 地 又 は 本 店 所 在 地 に お け る 市 町 村 税 等 の 滞 納 が な い こ

と を 証 す る 書 類  

(7)  賃 貸 借 契 約 書 の 写 し （ 事 業 用 地 が 賃 貸 の 場 合 ）  

(8)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２   こ の 要 綱 の 施 行 の 日 前 に 当 該 事 業 に 着 手 し て い る 場 合 は 、 前 項 及 び 次 条

か ら 第 １ ２ 条 ま で の 規 定 を 適 用 し な い 。  

（ 計 画 の 認 定 通 知 ）  

第 ９ 条   市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 に は 、

当 該 申 請 書 の 内 容 審 査 、 必 要 に 応 じ て 行 う 現 地 調 査 等 に よ り 、 当 該 申 請 に

係 る 計 画 が 各 種 法 令 に 違 反 し な い か ど う か 等 を 調 査 し 、 適 正 で あ る と 認 め

た と き は 、 民 間 賃 貸 住 宅 建 設 計 画 認 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 通 知 す

る も の と す る 。  

２   市 長 は 、 当 該 計 画 の 認 定 を す る に 当 た り 、 必 要 な 条 件 を 付 す こ と が で き

る 。  

３   市 長 は 、 当 該 計 画 が 不 適 当 で あ る と 認 め た と き は 、 理 由 を 付 し て 民 間 賃

貸 住 宅 建 設 計 画 却 下 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  



４   第 １ 項 の 認 定 を 受 け た 者（ 以 下「 認 定 事 業 者 」と い う 。）は 、速 や か に 事

業 に 着 手 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 計 画 の 変 更 等 認 定 申 請 ）  

第 １ ０ 条   認 定 事 業 者 は 、 当 該 認 定 に 係 る 計 画 の 変 更 （ 市 長 が 別 に 定 め る 軽

微 な 変 更 を 除 く 。）又 は 中 止 を し よ う と す る と き は 、民 間 賃 貸 住 宅 建 設 計 画

変 更 等 認 定 申 請 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に 関 係 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し 、 当

該 計 画 の 変 更 等 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２   前 項 の 場 合 に つ い て は 、 前 条 の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 計 画 の 廃 止 ）  

第 １ １ 条   認 定 事 業 者 は 、 計 画 を 取 り や め よ う と す る と き は 、 民 間 賃 貸 住 宅

建 設 計 画 廃 止 届 出 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 計 画 の 認 定 取 消 し ）  

第 １ ２ 条   市 長 は 、 認 定 事 業 者 （ 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 計 画 の 変 更 の

認 定 に よ り 新 た に 当 該 計 画 の 認 定 を 受 け た こ と と な る 者 を 含 む 。以 下 同 じ 。）

が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 民 間 賃 貸 住 宅 建 設 計 画 取 消 通 知

書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 当 該 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

(1)  偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 当 該 認 定 を 受 け た と き 。  

(2)  第 ３ 条 又 は 第 ４ 条 に 規 定 す る 要 件 を 欠 い た と き 。  

(3)  当 該 認 定 に 係 る 計 画 の 内 容 と 異 な る 工 事 を 行 っ た と き 。  

(4)  前 条 に 規 定 す る 届 出 書 の 提 出 が あ っ た と き 。  

(5)  そ の 他 市 長 が 特 に 取 り 消 す 必 要 が あ る と 認 め た と き 。  

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 及 び 実 績 報 告 ）  

第 １ ３ 条   補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 当 該 事 業 の 完 了 後 、 登 記 が

完 了 し た と き に は 、 速 や か に 対 象 と す る 民 間 賃 貸 住 宅 1 棟 ご と に 、 民 間 賃

貸 住 宅 建 設 支 援 補 助 金 交 付 申 請 （ 実 績 報 告 ） 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に 次 に 掲 げ

る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1)  収 支 報 告 書 （ 様 式 第 ８ 号 ）  

(2)  土 地 及 び 家 屋 の 表 示 に 関 す る 登 記 事 項 証 明 書 の 写 し  

(3)  建 設 工 事 請 負 契 約 書 の 写 し  



(4)  領 収 書 の 写 し な ど 建 設 工 事 費 用 を 支 払 っ た こ と が 分 か る 書 類（ 内 訳 が

分 か る も の ）  

(5)  外 観 及 び 内 観 の 完 成 写 真 （ カ ラ ー に 限 る 。）  

(6)  建 築 基 準 法 第 ７ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 検 査 済 証 の 写 し（ 都 市 計 画 区 域 の

場 合 ）  

(7)  住 宅 管 理 に 関 す る 書 類（ 入 居 募 集 、入 居 基 準 、賃 借 料 予 定 額 、賃 貸 契

約 書 書 式 ）  

(8)  委 任 状 （ 様 式 第 ９ 号 ）（ 申 請 者 以 外 の 口 座 に 振 り 込 む 場 合 ）  

(9)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２   前 項 の 申 請 書 を 提 出 す る に 当 た っ て 、 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 第 ９

条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 計 画 の 認 定 通 知 を 受 け て い な い 場 合 は 、 第 ８ 条 第 １

項 第 ２ 号 、 第 ３ 号 、 第 ６ 号 及 び 第 ７ 号 に 定 め る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら

な い 。  

（ 補 助 金 交 付 決 定 及 び 額 の 確 定 等 ）  

第 １ ４ 条   市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 が あ っ た 場 合 に は 、

当 該 書 類 の 内 容 審 査 及 び 必 要 に 応 じ て 行 う 現 地 調 査 等 に よ り 、 補 助 金 を 交

付 す べ き も の と 認 め た と き は 交 付 決 定 及 び 額 の 確 定 を し 、 民 間 賃 貸 住 宅 建

設 支 援 補 助 金 交 付 決 定 （ 額 の 確 定 ） 通 知 書 （ 様 式 第 １ ０ 号 ） に よ り 通 知 す

る も の と す る 。  

２   市 長 は 、 前 項 に 定 め る 交 付 決 定 を す る に 当 た り 、 必 要 な 条 件 を 付 す こ と

が で き る 。  

３   市 長 は 、 補 助 金 を 交 付 す る こ と が 不 適 当 で あ る と 認 め た と き は 、 理 由 を

付 し て 民 間 賃 貸 住 宅 建 設 支 援 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 １ １ 号 ） に

よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 請 求 等 ）  

第 １ ５ 条   前 条 第 1 項 の 通 知 を 受 け た 者 （ 以 下 「 補 助 事 業 者 」 と い う 。） は 、

当 該 通 知 を 受 領 し た 後 、 速 や か に 民 間 賃 貸 住 宅 建 設 支 援 補 助 金 請 求 書 （ 様

式 第 １ ２ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 申 請 の 取 下 げ ）  



第 １ ６ 条   補 助 金 の 交 付 申 請 を 行 っ た 者 は 、 当 該 申 請 を 取 り 下 げ よ う と す る

と き は 、 直 ち に 民 間 賃 貸 住 宅 建 設 支 援 補 助 金 取 下 申 請 書 （ 様 式 第 １ ３ 号 ）

を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 し 等 ）  

第 １ ７ 条   市 長 は 、 補 助 事 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 民

間 賃 貸 住 宅 建 設 支 援 補 助 金 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 １ ４ 号 ） に よ り 交 付 決 定 し

た 補 助 金 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

(1)  偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 交 付 決 定 を 受 け た と き 。  

(2)  第 ３ 条 又 は 第 ４ 条 に 規 定 す る 要 件 を 欠 い た と き 。  

(3)  前 条 に 規 定 す る 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き 。  

(4)  そ の 他 市 長 が 特 に 取 り 消 す 必 要 が あ る と 認 め た と き 。  

（ 補 助 金 の 返 還 等 ）  

第 １ ８ 条   補 助 事 業 者 は 、市 長 が 前 条 の 規 定 に よ り 取 り 消 し た 場 合 に お い て 、

市 長 の 命 令 が あ っ た と き は 、 別 に 定 め る 期 日 ま で に 、 交 付 を 受 け た 補 助 金

の 全 部 又 は 一 部 を 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 調 査 及 び 指 示 ）  

第 １ ９ 条   市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 に 関 し 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 補 助

対 象 者 に 対 し 、 補 助 金 の 交 付 に 係 る 通 帳 、 書 類 そ の 他 必 要 な 物 件 の 調 査 、

現 地 の 調 査 、他 機 関 へ の 確 認 そ の 他 の 必 要 な 事 項 を 指 示 す る こ と が で き る 。 

２   補 助 事 業 者 は 、 前 項 の 場 合 及 び 市 長 か ら 入 居 状 況 に 係 る 調 査 が あ っ た 場

合 は 、 誠 実 か つ 速 や か に 協 力 す る も の と す る 。  

（ 財 産 処 分 の 制 限 ）  

第 ２ ０ 条   補 助 事 業 者 は 、 減 価 償 却 資 産 の 耐 用 年 数 等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 ４

０ 年 大 蔵 省 令 第 １ ５ 号 ） に 定 め る 耐 用 年 数 に 相 当 す る 期 間 （ 以 下 「 処 分 制

限 期 間 」と い う 。）中 に お い て 、処 分 を 制 限 さ れ た 取 得 財 産 等 を 補 助 金 の 交

付 の 目 的 に 反 し て 使 用 し 、 譲 渡 し 、 交 換 し 、 貸 付 け 、 担 保 に 供 し 、 又 は 廃

棄 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 財 産 処 分 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 １ ５ 号 ）

を 市 長 に 提 出 し 、 市 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２   市 長 は 、前 項 の 承 認 を し た と き は 、財 産 処 分 決 定 通 知 書（ 様 式 第 １ ６ 号 ）



に よ り 通 知 す る も の と し 、 当 該 処 分 に よ り 収 入 が あ っ た 場 合 等 必 要 と 認 め

る 場 合 に は 、 期 限 を 定 め て 補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 に 相 当 す る 金 額 の 納 付 を

補 助 事 業 者 に 請 求 す る も の と す る 。  

３   市 長 は 、 第 1 項 の 承 認 を し な い と き は 、 理 由 を 付 し て 財 産 処 分 不 承 認 通

知 書 （ 様 式 第 １ ７ 号 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

４   補 助 事 業 者 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 市 長 の 請 求 が あ っ た と き は 、 市 長 が

定 め る 期 日 ま で に 交 付 を 受 け た 補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 に 相 当 す る 金 額 を 納

付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 事 業 の 経 理 等 ）  

第 ２ １ 条   補 助 事 業 者 は 、 補 助 対 象 経 費 に つ い て 帳 簿 及 び 全 て の 証 拠 書 類 を

備 え 、 他 の 経 理 と 明 確 に 区 分 し て 経 理 し 、 常 に そ の 収 支 を 明 ら か に し て お

く と と も に 、 こ れ ら の 帳 簿 及 び 証 拠 書 類 を 補 助 事 業 の 完 了 （ 中 止 又 は 廃 止

の 承 認 を 受 け た 場 合 を 含 む 。）の 日 の 属 す る 年 度 の 終 了 後 ５ 年 間 、保 管 し な

け れ ば な ら な い 。  

２   補 助 事 業 者 は 、 当 該 事 業 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し た 財 産 に つ い

て 、 管 理 す る た め の 台 帳 を 備 え 、 当 該 事 業 の 完 了 後 に お い て も 、 善 良 な 管

理 者 の 注 意 を も っ て 管 理 し 、 補 助 金 の 交 付 の 目 的 に 従 っ て 、 そ の 効 率 的 運

用 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。  

（ 民 間 賃 貸 住 宅 の 管 理 ）  

第 ２ ２ 条   補 助 事 業 者 は 、 安 全 、 衛 生 、 景 観 等 を 考 慮 し 、 か つ 、 入 居 者 等 に

と っ て 便 利 で 快 適 な 民 間 賃 貸 住 宅 と す る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 地 位 の 承 継 ）  

第 ２ ３ 条   補 助 事 業 者 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し た と き は 、 当 該 各 号

に 定 め る 者 が 地 位 承 継 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 １ ８ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

(1)  個 人 で あ る 補 助 事 業 者 が 死 亡 し た と き は 、 そ の 相 続 人  

(2)  法 人 で あ る 補 助 事 業 者 が 合 併 等 を し た と き は 、合 併 等 に よ り 設 立 さ れ

た 法 人  

２   市 長 は 、前 項 の 承 認 を し た と き は 、地 位 承 継 承 認 通 知 書（ 様 式 第 １ ９ 号 ）



に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

３   市 長 は 、 第 1 項 の 承 認 を し な い と き は 、 理 由 を 付 し て 地 位 承 継 不 承 認 通

知 書 （ 様 式 第 ２ ０ 号 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ２ ４ 条   こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、市 長 が 別 に 定 め る 。 

附   則  

こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 以 降 に 着 工 し た 補 助

事 業 か ら 適 用 す る 。  


